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報告第 １ 号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１月２７日専決処分をしたから、同条第２項の規定

により報告する。 

 

  令和７年２月20日提出 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 損害賠償の額を定めること及び和解のこと 
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専決第 １ 号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年１月27日専決 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、損害賠償の額を定め、及び和解すること 
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   損害賠償の額を定めること及び和解のこと 

 

 損害賠償の額を下記のとおり定め、これに伴う和解を行うものとする。 

 

記 

 

１ 損 害 賠 償 の 額  ５，５４０円 

２ 損害賠償の相手方  明石市在住 個人 

３ 損害賠償をする理由  市が管理する公園の駐車場において、垂れ下がった木の

枝に相手方車両が接触し、損傷を与えたため 

（加古川市加古川町大野１６８２番 日岡山公園内） 
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◎参 考 

 

地  方  自  治  法  抜  す  い 

 

 （議会の委任による専決処分） 

第 180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特

に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることが

できる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 

 

                  昭和43年３月29日 
専決事項指定のこと（        ） 

         可      決 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次の事項について

は、これを市長において専決処分することができる。 

 

記 

１ …………………（省 略） 

～  

６ …………………（省 略） 

７ 目的物の価格が１件 150万円以下（交通事故に係るものにあつては、自動車損害

賠償保障法（昭和30年法律第97号）に規定する保険金額及び自動車損害共済総合業

務規程（平成16年社団法人全国市有物件災害共済会規程）に定める共済責任額の範

囲内）の調停及び和解（前項に規定するものを除く。）に関すること。 

８ １件 150万円以下（交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法に規

定する保険金額及び自動車損害共済総合業務規程に定める共済責任額の範囲内）で

法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。 

９ …………………（省 略） 
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報告第 ２ 号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１月２７日専決処分をしたから、同条第２項の規定

により報告する。 

 

  令和７年２月20日提出 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 損害賠償の額を定めること及び和解のこと 
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専決第 ２ 号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年１月27日専決 

 

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、損害賠償の額を定め、及び和解すること 
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                               報告第 ３ 号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１月２９日専決処分をしたから、同条第２項の規定

により報告する。 

 

  令和７年２月20日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕 

 

記 

 

 市営南備後住宅大規模改修工事請負変更契約締結のこと 
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                               専決第 ３ 号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年１月29日専決 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、市営南備後住宅大規模改修工事請負変更契約を締結すること 
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   市営南備後住宅大規模改修工事請負変更契約締結のこと 

 

 令和６年７月３０日議案第５５号をもって議決を経た「市営南備後住宅大規模改修

工事請負契約締結のこと」の契約内容の一部について、下記のとおり変更契約を締結

するものとする。 

 

記 

 

４ 請 負 金 額 中  「４２６，８００，０００円」を 

            「４２８，５８２，０００円」に改める。 

７ 契 約 保 証 金 中  「４２，６８０，０００円」を 

            「４２，８５８，２００円」に改める。 

８ 支 払 条 件 中  「令和６年度の支払限度額は、１５３，６４８，０００円」 

を「令和６年度の支払限度額は、１５５，２５１，８００

円」に改める。 
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                 議案第５５号  

 

   市営南備後住宅大規模改修工事請負契約締結のこと 

 

 市営南備後住宅大規模改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例

第１７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年７月30日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

１ 工 事 名  市営南備後住宅大規模改修工事 

２ 工 事 場 所  加古川市加古川町南備後１７６番地の２ 

３ 工 期  着工 契約の日の翌日から 

完成 令和８年５月２９日 

４ 請 負 金 額  ４２６，８００，０００円 

５ 契約不適合責任期間  工事目的物引渡し後２箇年 

６ 契約の相手方  加古川市東神吉町神吉１０８７番地の１ 

 大成工材株式会社 

  代表取締役 高 山 明 寿 

７ 契 約 保 証 金  ４２，６８０，０００円 

８ 支 払 条 件 

（１）工事目的物完成後に請負金額の請求があったときは、請求を受けた日から４０

日以内に支払うものとする。 

（２）請負金額の１０分の４以内の前金払をすることができる。 

令和６年７月３０日 

原 案 可 決 ○写  
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（３）前金払をしたときは、工事の完成前に請負金額の１０分の２以内の中間前金払

をすることができる。 

（４）令和６年度の支払限度額は、１５３，６４８，０００円、令和７年度の支払限

度額は、２０３，５４４，０００円とする。 

９ そ の 他 

建設工事請負契約書に定めるところによる。 
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◎参 考 

 

地  方  自  治  法  抜  す  い 

 

 （議会の委任による専決処分） 

第 180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特

 に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることが

 できる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

 に報告しなければならない。 

 

                  昭和43年３月29日 
専決事項指定のこと（        ） 

         可      決 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次の事項について

は、これを市長において専決処分することができる。 

 

記 

１ …………………（省 略） 

～  

４ …………………（省 略） 

５ 議会の議決を経た契約事項で、次に掲げる変更をすること。 

 (１) 契約金額の増減額が 500万円以内の変更をすること。 

 (２) 工期の変更をすること。 

 (３) 支払条件の変更をすること。 

６ …………………（省 略） 

～  

９ …………………（省 略） 
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                               報告第 ４ 号  

 

   専決処分の報告のこと 

 

 次の件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり令和７年１月２９日専決処分をしたから、同条第２項の規定

により報告する。 

 

  令和７年２月20日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕 

 

記 

 

 野口公民館大規模改修工事請負変更契約締結のこと 
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                               専決第 ４ 号  

 

   専決処分書 

 

 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により専決処分する。 

 

  令和７年１月29日専決 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

 別紙のように、野口公民館大規模改修工事請負変更契約を締結すること 
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   野口公民館大規模改修工事請負変更契約締結のこと 

 

 令和６年７月３０日議案第５６号をもって議決を経た「野口公民館大規模改修工事

請負契約締結のこと」の契約内容の一部について、下記のとおり変更契約を締結する

ものとする。 

 

記 

 

４ 請 負 金 額 中  「３５９，７００，０００円」を 

            「３６０，６４６，０００円」に改める。 

７ 契 約 保 証 金 中  「３５，９７０，０００円」を 

            「３６，０６４，６００円」に改める。 

８ 支 払 条 件 中  「令和６年度の支払限度額は、１１６，５２３，０００円」 

を「令和６年度の支払限度額は、１１７，３７４，４００

円」に改める。 
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                 議案第５６号  

 

   野口公民館大規模改修工事請負契約締結のこと 

 

 野口公民館大規模改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１

７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年７月30日提出 

 

                    兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕   

 

記 

 

１ 工 事 名  野口公民館大規模改修工事 

２ 工 事 場 所  加古川市野口町長砂４９番地の５ 

３ 工 期  着工 契約の日の翌日から 

完成 令和７年１０月３１日 

４ 請 負 金 額  ３５９，７００，０００円 

５ 契約不適合責任期間  工事目的物引渡し後２箇年 

６ 契約の相手方  加古川市加古川町本町１７２番地の１ 

 株式会社加古川組 

  代表取締役 川 守 哲 也 

７ 契 約 保 証 金  ３５，９７０，０００円 

８ 支 払 条 件 

（１）工事目的物完成後に請負金額の請求があったときは、請求を受けた日から４０

日以内に支払うものとする。 

（２）請負金額の１０分の４以内の前金払をすることができる。 

令和６年７月３０日 

原 案 可 決 ○写  
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（３）前金払をしたときは、工事の完成前に請負金額の１０分の２以内の中間前金払

をすることができる。 

（４）令和６年度の支払限度額は、１１６，５２３，０００円とする。 

９ そ の 他 

建設工事請負契約書に定めるところによる。 
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